
国民健康保険税率改定について（令和７年度検討、令和８年度以降）
  ≪現状整理≫
東京都に提出している財政健全化計画において、平成３０年度から令和１４年度まで、１５年かけて税率を改定し、国保財政の健全化を図り、
赤字を削減し解消することとしている。
  ≪国民健康保険運営協議会における協議≫

【現状に至る経緯】 【今後の目標（Ｒ８以降）】

医療分

２年ごとに改定を実施（変更なし）
⇒令和８，１０，１２，１４年度改定を実施
令和３年度確定係数

令和７年度標準保険税率（所得割7.58％、均等割46,360円）と同等
まで伸ばす。

後期分

介護分

・令和１４年度にかけて、２年ごとに税率改定を行い、標準保険税率と同等まで伸ば
す。（Ｒ５変更）
・令和２年改正⇒令和元年10月消費税増税の影響を鑑み見送り
・令和３年改正⇒新型コロナウイルスの影響を鑑み見送り
・令和４年改正⇒改正実施。所得割2.00％→2.17％、均等割11,900円→12,800円
・令和６年改正⇒改正実施。所得割2.17％→2.25％、均等割12,800円→13,200円

２年ごとに改定を実施（変更なし）
⇒令和８，１０，１２，１４年度改定を実施

令和７年度標準保険税率（所得割2.85％、均等割17,152円）と同等
まで伸ばす。

１５年（令和１４年度）かけて、２年ごとに税率改定を行い、標準保険税率と同等ま
で伸ばす。
・令和２年改正⇒令和元年10月消費税増税の影響を鑑み見送り
・令和３年改正⇒新型コロナウイルスの影響を鑑み見送り
・令和４年改正⇒改正実施。所得割4.80％→5.00％、均等割25,000円→27,000円
・令和６年改正⇒改正実施。所得割5.00％→5.39％、均等割27,000円→29,700円

・令和１４年度にかけて、２年ごとに税率改定を行い、標準保険税率と同等まで伸ば
す。（Ｒ４変更）
・令和２年改正⇒令和元年10月消費税増税の影響を鑑み見送り
・令和３年改正⇒新型コロナウイルスの影響を鑑み見送り
・令和４年改正⇒改正実施。所得割1.55％→1.73％、均等割12,400円→13,500円
・令和６年改正⇒改正実施。所得割1.73％→1.79％、均等割13,500円→14,000円

２年ごとに改定を実施（変更なし）
⇒令和８，１０，１２，１４年度改定を実施

令和７年度標準保険税率（所得割2.36％、均等割17,150円）と同等
まで伸ばす。

子ども分

・子ども・子育て世帯を応援していくため、児童手当の拡充等をはじめとした子育て支
援事業の財源として、令和８年度より「子ども・子育て支援金」を保険税と合わせて徴
収する。
・令和１０年度までに段階的に導入される。

今後、東京都で完全統一の目標年度が決定し、医療、後期、介護分
については、完全統一に向けた引上げを行っていく必要があること
を踏まえ、令和８年度標準保険税率をそのまま導入する。
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